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外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮からの輸入禁止措置等の厳格な実施について 

 

 

 上記の件につきましては、本年１０月１４日から下記のとおり、外国為替及び外国貿易法（以下「外

為法」という。）に基づき、北朝鮮を原産地又は船積地域とする輸入を禁止するとともに、北朝鮮から

第三国への仲介貿易取引及び北朝鮮からの輸入に係る代金の支払を禁止しておりますので、今後、輸

入取引（貨物の輸入及び輸入代金の支払）又は仲介貿易取引を行うに当たりましては、当該取引が禁

止事項に該当しないことについて、十分に御注意願います。 

本件措置に違反した場合、同法に基づき、罰則（三年以下の懲役若しくは罰金又は併科）に処せら

れることがあるほか、行政制裁（一年以内の輸入禁止）が科せられることがあります。 

 

 

記 

 

 

１．北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物の輸入について、経済産業大臣の輸入承認義務を

課すことにより、輸入を禁止する。（外為法第５２条） 

※ 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物につき、第三国を迂回して原産地又は船積地域を偽っ

て輸入することは、外為法の無承認輸入となる。 

 

２．上記措置に万全を期すため、次の措置を講ずる。 

（１）仲介貿易取引の禁止 

   原産地又は船積地域が北朝鮮であって第三国へ輸出する貨物の売買に関する取引（外為法第 

２５条第４項） 

（２）輸入代金支払の禁止 

   輸入承認を受けずに行う原産地又は船積地域が北朝鮮である貨物の輸入代金の支払（外為法第

１６条第５項） 

 

３．なお、上記措置のうち、人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うもの 

とする。 

 

４．上記措置は、平成１８年１０月１４日から平成１９年４月１３日までの間、実施するものとする。 

 


